乳児等通園支援事業　○○保育園 重要事項説明書

特定乳児等通園支援の提供の開始に際して、あらかじめ、○○保育園（以下「当園」という。）が説明しておくべき事項は、次のとおりです。

１　運営主体
	名称
	○○

	所在地
	川崎市○○区●●●

	電話番号
	０００－０００－００００　

	代表者職氏名
	○○　○○


２　施設概要
	実施方法
	○○型

	施設の名称
	○○保育園

	施設の所在地
	川崎市○○区●●

	電話番号
	０００－０００－００００

	施設長（管理者）
	○○　○○

	受入年齢
	〇か月～満３歳未満まで　

	利用定員
	３名
（内訳：０歳児　１名　１歳児　１名　２歳児　１名）or

（参考内訳：０歳児　１名　１歳児　１名　２歳児　１名）
※参考内訳は、本事業の定員の範囲内で、歳児ごとの利用定員を超えて、柔軟に受入している施設が記載してください。

	事業開始日
	令和８年４月１日


３　施設の目的及び運営の方針

　　当園は、川崎市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例に基づき、以下の運営の方針に従って、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とします。
（1） 当園は、保育の提供にあたり、利用する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場であるよう努めます。

（2） 当園は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育室における環境を通して、養護及び教育を一体的に提供します。
（3） 当園は、利用する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、利用する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行います。

４　設備の概要

（1） 園舎等の概要

	敷地面積
	○○．○○㎡

	園舎の構造・規模
	（例）鉄筋コンクリート造２階建て

	園舎面積
	○○．○○㎡

	園庭面積
	○○.○○㎡


（2） 主な設備

	設備
	部屋数
	面積
	備考

	乳児室
	〇室
	〇〇．〇㎡
	

	ほふく室
	〇室
	〇〇．〇㎡
	

	保育室
	〇室
	〇〇．〇㎡
	

	遊戯室（ホール）
	〇室
	〇〇．〇㎡
	

	医務室
	〇室
	〇〇．〇㎡
	

	調理室
	〇室
	〇〇．〇㎡
	

	事務室
	〇室
	〇〇．〇㎡
	


（2） 事業実施設備
	設備
	歳児
	保育室面積
	（左記面積のうち、乳児等通園支援事業認可面積）

	○○室
	０歳児
	〇〇．〇㎡
	〇〇．〇㎡

	○○室
	１歳児
	〇〇．〇㎡
	〇〇．〇㎡

	○○室
	２歳児
	〇〇．〇㎡
	〇〇．〇㎡


※「実施方法」が余裕活用型の場合は、受入の可能性がある部屋を具体的に記載してください。また、余裕活用型の場合は、一番右列を削除しても可。
５　乳児等通園支援事業従事者の職種、員数及び職務の内容

	職種
	員数
	職務内容

	園長
	１名
	園務の統括

	保育士
	２名
	保育業務

	子育て支援員
	１名
	保育補助業務


※上記職員の員数等は、利用する子どもの年齢と人数によって、実際の配置と異なる場合があります。

６　特定乳児等通園支援の提供を行う日及び行わない日
 当園が特定乳児等通園支援の提供を行う日は、〇曜日から〇曜日までとする。ただし、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで）は除く。

７　特定乳児等通園支援の提供を行う時間

　　当園が特定乳児等通園支援の提供を行う時間は、○○から○○の範囲内で、保育を必要とする時間とします。

実際に特定乳児等通園支援の提供を行う時間帯は、利用する子どもの利用上限時間の範囲内で、面談等で協議のうえ個別に決定します。新しい環境に慣れるまで、親子通園の取り入れや段階的に１回の利用時間を延ばしていく場合があります。
なお、万が一、交通遅延や急用等でお迎えが遅れて利用上限時間の10時間を超えてしまうような場合には、別表に掲げる費用をご負担いただくことがあります。
８　提供する特定乳児等通園支援等の内容

　　当園が提供する保育等の内容は、次のとおりとします。
（1） 乳児等通園支援の提供

前条に規定する日において、児童福祉法第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支援の提供を行う。

（2） 施設内調理による完全給食の提供（もしくは）外部搬入による食事の提供（給食提供を行う場合）
９　保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及び金額
   当園から特定乳児等通園支援を受けた子どもの保護者は、別表に掲げる費用を当園に支払うものとする。
10　特定乳児等通園支援事業の利用開始及び終了に関する事項
(1)  当園の利用は、利用にあたって必要な事項を記載した書面により利用契約を締結するものとします。
(2)  当園の利用は、利用する子どもが満３歳となったとき（誕生日の前日）や保育所等に通い始めるなど、乳児等通園支援給付認定の支給要件を満たさないとき又は、その他利用の継続について重大な支障もしくは困難が生じたときに、終了するものとします。

11　緊急時等における対応方法
当園は、特定乳児等通園支援の提供を行っているときに、利用する子どもに体調の急変が生じた場合や事故が発生した場合には、速やかに当該子どもの保護者及び市に連絡をするとともに、当該子どものかかりつけの医療機関のほか以下の医療機関に受診させる等の必要な措置を講じるものとします。

	受診医療機関①
	医療機関名： 
診療科：

所在地：

電話番号：

	受診医療機関②
	医療機関名：

診療科：

所在地：

電話番号：


12　非常災害対策

	非常時の対応
	別途定める消防計画や災害対応マニュアル等により対応いたします。

	避難・備蓄用品
	・避難用リュック　　　有　　・備蓄米・食糧　　　有

・ミネラルウォーター　有　　・懐中電灯　　　　　有
・非常用電源　　　　　有　　・毛布　　　　　　　有

	緊急時の伝言方法
	緊急時災害用伝言ダイヤルを用います。

	避難場所
	○○小学校（川崎市○○区○○○丁目－〇－〇）


13　虐待等の防止のための措置

当園は、利用する子どもの人権の擁護と虐待の防止を図るため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとします。
14　苦情・要望等に係る相談窓口
　　当園では、苦情・要望等に係る窓口を以下のとおり設置しています。
	登園相談窓口
	・苦情受付担当者　○○　○○
・苦情解決責任者　○○　○○
　苦情・要望等の御相談は、直接又はお電話にて担当者までお申しでください。また、御意見箱も御利用ください。

	第三者委員
	○○　○○
	電話番号　000-000-0000

	
	
	株式会社○○　　役職名


15　利用者に対する保険内容
当園では、以下の保険に加入しています。

	保険の種類
	

	保険の内容
	

	保険の種類
	

	保険の内容
	


16　その他利用にあたっての留意事項

	禁止事項・制限事項
	・車での送迎は御遠慮ください。
・当園では、川崎市健康管理委員会の承認がない限り、投薬は行いません。

・他の利用者に対する一切の宗教活動、政治活動及び営利活動はお止め下さい。


別表
	受領する費用の種類
	支払を求める理由
	金額

	利用費
	施設利用にあたりいただくもの
	１時間あたり　３００円

	給食代
	施設利用時に提供した給食代を実費で御負担いただくもの
	１食　○○〇円

	おやつ代
	施設利用時に提供したおやつ代を実費で御負担いただくもの
	１食　●●●円

	利用上限時間を超えて利用した場合
	月10時間を超えた利用の場合

※減免対象者含む
	利用料に加えて、
１時間あたり
最大1,700円（０歳児）

最大1,400円（１・２歳児） 

（月10時間を超えた場合）


　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設名：○○保育園
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　説明者氏名：○○　○○
私は、本書面に基づき、重要事項の説明を受け、あらかじめ、○○保育園の　
特定乳児等通園支援の提供の開始について、同意しました。

　　令和　　年　　月　　日

保護者住所：　　　　　　　　　　　　　　　
　　保護者氏名：　　　　　　　　　　　　　印　
児童氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　
　　児童から見た続柄：　　　　　　　　　　　　
	個人情報使用同意書

	特定乳児等通園支援の提供に際して、利用児童及びその保護者等に係る個人情報について、以下の目的のために、必要最小限の範囲内において使用することに同意します。
・緊急時において病院その他の関係機関に対し必要な情報提供を行うこと。
・他の保育所等へ入所する場合において、施設との間で必要な連絡調整を行
うこと。
・円滑な利用につなげるため、こどもの過ごし方等の情報に関して、国の総合支援システムに記録し、システム上で同意を得た事業者間で共有すること。
　○○〇保育園　園長　○○　○○　様
　令和　　年　　月　　日

保護者住所：　　　　　　　　　　　　　　　　

保護者氏名：　　　　　　　　　　　　　　印　

児童氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　

児童から見た続柄：　　　　　　　　　　　　　
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